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2025 年 3 月 10 日 

株式会社日本創発グループ 

 

 

 



2025 年 3 月 10 日 

 

 

株式交換に関する事前開示書類 

（株式会社フジプラスとの株式交換について） 

 

東京都台東区上野三丁目 24 番 6 号 

株式会社日本創発グループ 

代表取締役 藤田 一郎 

 

 

当社は、2025 年 1 月 23 日付で、株式会社フジプラス（以下、「フジプラス」といいます。）

との間で締結した株式交換契約に基づき、2025 年 4 月 2 日を効力発生日として、当社を株

式交換完全親会社、フジプラスを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本件株式交

換」といいます。）を行うこととしました。本件株式交換に関し、会社法第 794 条第 1 項及

び会社法施行規則第 193 条に基づく事前開示事項は、次のとおりです。 

 

1 株式交換契約の内容 

別紙 1「株式交換契約書（写）」のとおりです。 

 

2 交換対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 193 条第 1 号） 

別紙 2「交換対価の相当性に関する事項」のとおりです。 

 

3 株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 193 条第

2 号） 

該当事項はありません。 

 

4 株式交換完全子会社に関する事項（会社法施行規則第 193 条第 3 号） 

(1)最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 3「フジプラスの最終事業年度に係る計算書類等」のとおりです。 

(2)最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象 

(1) フジプラスは下記の第三者割当による自己株式の処分を行いました。 

自己株式処分の内容 

① 処分した自己株式の種類及び数 普通株式 35,000 株 

② 処分した自己株式の払込金額  1 株につき 金 650 円 



     （総額金 22,750,000 円） 

③ 効力発生日  2025 年 1 月 23 日 

④ 自己株式の引受け 

処分した自己株式の総数につき、当社と自己株式引受契約を締結した。 

（本 店） 東京都台東区上野三丁目２４番６号 

（商 号） 株式会社日本創発グループ 

（株式数） 35,000 株 

(2) フジプラスは 2025 年 1 月 23 日の臨時株主総会において、下記の資本金の

額の減少について決議し承認可決されております。 

① 減少する資本金の額   金 8900 万円のうち金 900 万円 

② 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 2025 年 3 月 28 日 

 

5 株式交換完全親会社に関する事項（会社法施行規則第 193 条第 4 号） 

最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象 

該当事項はありません。 

 

6 債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 193 条第 5 号） 

  会社法第 799 条第 1 項の規定の適用を受けないため、該当事項はありません。 

  

以上 



別紙 1 株式交換契約書（写） 

  













別紙 2 交換対価の相当性に関する事項 

 

本件株式交換における交換対価の相当性に関して、下記の通り判断しました。 

 

1 株式交換に際して交付する株式の数又はその数の算定方法及びその割当ての相当性に

関する事項 

(1)株式交換に係る割当の内容 

当社は、本件株式交換に際して、本件株式交換により当社がフジプラスの発行済普通

株式（但し、当社が有するフジプラスの株式を除く。）の全部を取得する時点の直前時

（以下「基準時」という。）におけるフジプラスの株主名簿に記載又は記録された株主

（但し、当社を除く。）に対し、フジプラスの普通株式に代わる金銭等として、フジプ

ラスの各株主（但し、当社を除く。）の所有するフジプラスの普通株式の合計数に 1.45

を乗じた数の当社の普通株式を交付します。 

会社名 
当社 

（株式交換完全親会社） 
フジプラス 

（株式交換完全子会社） 
株 式 交 換 に 係 る 
割 当 て の 内 容 

1 1.45 

株 式 交 換 に よ り 
交 付 す る 株 式 数 

普通株式：1,972,000  

（注）当社は、本件株式交換により、フジプラス株式 1,360,000 株に対して、当

社普通株式 1,972,000 株を割当て交付いたしますが、当該割当て交付する

当社普通株式は当社が保有する自己株式を充当する予定であり、新株式の

発行は行わない予定です。 

 

(2)株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等 

① 算定の基礎 

 本件株式交換の株式交換比率の公平性及び妥当性を確保するため、当社は独立した

第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、株式会社青山財産ネット

ワークス(以下、「青山財産ネットワークス」といいます。)を株式交換比率の算定に関

する第三者算定機関として選定しました。 

 青山財産ネットワークスは、上場会社である当社株式については、市場株価が存在す

ることから市場株価法による算定を行いました。一方、フジプラスの株式については、

非上場会社であることを勘案し、修正簿価純資産法を採用して算定を行っております。 

 青山財産ネットワークスによる当社株式１株当たりの株式価値を１とした場合の本

件株式交換比率の算定結果は、以下のとおりです。 

当社 フジプラス 株式交換比率 

市場株価法  修正簿価純資産法 1.23～1.89 

 なお、市場株価法 については、最近における当社株式の市場取引状況を勘案の上、



2025 年 1 月 22 日を算定基準日として、算定基準日の株価終値、算定基準日から遡る 1

ヶ月間、3 ヶ月間及び 6ヶ月間の株価終値平均を採用しました。 

 青山財産ネットワークスは、株式交換比率の算定に際して、各当事者から提供を受け

た情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの

資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれ

らの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、各当事者とその関係会社の資

産及び負債(偶発債務を含む。)について、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含

め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も

行っておりません。加えて、各当事者の財務予測に関する情報については、各当事者の

経営陣により現時点で可能な最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前

提としております。青山財産ネットワークスの株式交換比率の算定は、2025 年 1 月 22

日現在までの情報と経済条件を前提としたものであります。 

② 算定の経緯 

当社とフジプラスは、青山財産ネットワークスによる株式交換比率の算定結果を参

考に、それぞれ両社の財務状況、資産の状況、財務予測等の将来見通しを踏まえ

て、両社で慎重に協議を重ねた結果、最終的に上記の株式交換比率が妥当であると

の判断に至り合意しました。なお、この株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件

について重大な変更が生じた場合、両社間の協議により変更することがあります。 

③ 算定機関との関係 

青山財産ネットワークスは、当社及びフジプラスの関連当事者には該当せず、本件

株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。 

 

以上から、当社は本件株式交換における交換対価は相当であると判断しました。 

 

2 株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

本件株式交換により、増加する当社の資本金及び準備金の額は、次のとおりです。下記

の資本金及び準備金の額は、当社の財務状況、機動的な資本政策の遂行その他の諸事情を

総合的に勘案した上で決定したものであり、相当であると判断しました。 

① 増加する資本金の額   0 円  

② 増加する資本準備金の額 法令の定めに従い増加することが必要とされる最低額 

③ 増加する利益準備金の額 0 円 

  



別紙 3 フジプラスの最終事業年度に係る計算書類等

 












